
社債発行に関する記載事項

1.商号　　　Sympathy　株式会社

2.社債の総額　金　2,450　万円

3.社債の種類　利付少人数私募債(ただし､債券不発行)

4.社債の金額　金　50　万円　(募集口数49口)

5.社債の利率　年　24　%

6.社債の発行価額額面どおり

7.社債償還の方法および期限

元金は平成27年1月末日 にその金額を償還する｡

会社は平成26年1月1日以降何時でも､本社債の全部又は一部を繰上償還するこ

とができ､当社は買入消却することができる｡

8.利息の支払方法および期限

利息は､発行日から平成27年2月末日､または解約日までこれをつけ､平成26

年1月末日より平成27年2月末日まで毎月末日に前月

1月分は日割り計算され､

分を支払う｡ 但し平成26堅

平成26年2月末日に平成26年1月分が支払われる

ものとする｡

平成27年4月末日以後または解約日後は利息をつけない｡

9.実際の社債応募金額が募集金額に達しない場合でも､実際の応募額を社債

の総額とする｡

10.代表者を定めれば､何人でも1口の社債を共有することができる｡

平成26年■;月韓日

東京都足立区佐野2丁目17番8号

Sympathy　株式会社

代表取締役　今村哲也


